
住居系開発事業に関する接道条件の取扱いについて（拡幅参考例）

※３ｍ以上拡幅した後、道路管理幅員が４．０ｍに満たない場合は幅員４．０ｍ以上に拡幅すること。
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※３ｍ以上拡幅した後、道路管理幅員が４．０ｍに満たない場合は幅員４．０ｍ以上に拡幅すること。
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